
受付No.

面談カード

(相談者記入欄)

画談 平成  年  月   日 生年月日 大正・昭和   年   月  日
ふりがな

相談者

(借入のある方)

女

才

男 職業

勤務先名

TEL
現住所

〒回回回一回回回回

携帯電話

勤務先

〒回回回一回回□□

TEL

収 入 月額 (手取り) 円

生活保護 口受けていない  □受けている(生活扶助、教育扶助、医療扶助、住宅扶助)

土地のヨ の有・無 毎月の 円

家賃 円  預金 円  毎月の返済額 円

ト した物品 ていますか 有・無

て い自 無

資産

生命保険に加入していますか 有・無
II又入

氏名 続柄 年令
月収

同居の有無 職業
賞与 年収合計

同居・別居

同居・別居

同居・別居

同居・別居

家
族
結
成

同居・別居

万 円 < 訳内 を ください >
消費者金融からの借金 件  約 円

卜D 件   約 円

商エローンなど事業上の借金 件  約 円

短期・高利業者からの借金 件   約 円

勤務先・知人等の借金 件   約 円

に希望することを記入下さい困つていること・

士・司法書士に依頼したことがあるけ日談場所
=つ

いて
ヽ

□

をしたこと □ 中
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面談カー ドについて

1.面談カードを提出して敷く理由

病気、失業、多重債務篭、滞納を生じた原因には様々な要因があると思われます。納付相

談会では、そうした事情をお伺いし、問題解決のために共に協議させて戴きたいと考えてい

ます。

江戸川区は、債務者の生活状況や資産 。負債の状況響に応じて、滞納金にもぃて、分納、

減免等の措置を講ずることにより問題を解決する用意があります。しかし、そうした措置を

講ずるには地方自治法、同施行令に定める所定の要件を充たしていることが必要です〆

面談カィ ドは、債務者の方から短時間に要領よく事情をお聞きするため、また、上記法令

適用の適格性を確認するために用いるものです。ご面倒でも、できるだけ全ての項目につい

てもれなくご記入戴きますようお願い致します。

なお、「面談カー ド」は、債権の管理に必要な限度でのみ利用し、秘密は厳守することをお

約束致します。

2.要望事項

正確な金額が分からない項目については、なるべくご調査戴き、それでもご不明でしたら

大体の数宇でも結構です。また、面談カー ドの記載事項のうち、ィ次の各事項について資料が

ご用意できれば当日お持ち戴きますようお願い致します 価絨:力Fドの記載が客観的な資料

によって裏付けされていることを確認するためです。)。

【1又入】

□ 直近 2か月分の給与明細書または昨年の源泉徴収票

【生活保護】

□ 生活保護受給証明書

【資産】

□ 土地または建物があるとき ……登記事項証明書 (獲記簿謄刑

□ 自動車があるとき     ……車検証の写し

回 生命保険イ動日入しているとき……・保険証券の写し

【債務の概要】

多数の債務を抱えておられる場合には、債務一覧表を作成のうえ、ご持参戴きますよう

お願い致します。様式は自由ですが、業者名、借入時期、現在の残高、保証人の有無等を

明示して戴きますようお願い致します。

債務一覧表をご用意戴ければ、債務整理法律相談の必要性の有無や、解決の

方向性、東京の弁護士会が実施・運営している債務整理の専門相談 (無料相談)をご案内

することができまi

ご不明の点があれば、当日の面談の際に担当弁護士にお問い合わせ下さい。以上、宜し

くお願い致します。  ・
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資 料 ダ

画談後の流れ

各担当弁護士

等

「本目当」こなる

までやりとり

チ ェ ッ ク マ ン 報 謗
饉 鴎 醸 麹 醒 醒 園 議 閣  事 務 局

合意書等作成指示

面談報告書等+記録+

合意・暫定合意の場合、
合意書・暫定合意書

合意書・暫定合意書

江戸川区 事務局

各債務者

報告

決済

各担当弁護士

債務承認書、合意害

事務局

債務承認書、合意書返送

面談報告書、面談カード

(PDF)、 仮 合 意 書 (PDF〕

をメールで送る。

面談報告書

至1着から

呵週間以内 面ξ欠角ヽら

1週間以内

合意書▼暫定合意書の内容を確認し、誤りがあ

れば訂正する。良ければ2通 E「刷し、捺印のう
え事務局に郵送する。

またその際、合意で終了の場合は面談報告書

(職印押接)～ 面談カード、仮合意書 (ともに原

本)を同封する(債務承認、訴訟提起の場合は

他の合意書などを送る除に一緒に郵送する)。

終了、区に資料返遺
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資 料 ι

平成 23年 10月 26日

面談結果報告書

T104-0061

東京 都 中央 区銀座 4-10-3

セ ン トラル ビル 8階

ライ ツ法律 特許 事務 所

TEL: 03-3547-3761  FAX: 03-3547-3760

弁護 士   西  尾   政   行

管理番号

面 談 者

面談 日時

面談場所

250● 番

江戸川 二郎 (保 証人・ 68才 )免許証 で本人確認

現住所 :〒 132‐ 0● 0●

東京都江戸川 区0●

TEL:  携帯 :

平成 23年 10月 25日 午後 1時 30分 ～ 2時 00分

グ リー ンパ レス 2階

第 1 面談 内容

当職 が上記面談者 と面談 し,同 人か ら聴取 した話 の内容 は下記 の

とお りである。

一記―

1 保証の経緯

借受人 の00● 0と は会 った ことがな く、私 は連帯保証人 になっ

た記憶 はあ りませ ん。思い 当た るこ とは、イ呆険外交員 であった0●
の同僚 の人 間か ら、「保 険の解約 のため印鑑 証 明が 2通必要 である」

と言 われ て、渡 した こ とがあ ります。それ が流用 され て しまったの

ではないか と思います。

納得 はいかないが、借受人 の00さ んはす でに亡 くなってい る と

の こ とです し、私 もよ く使途 を確認せず に印鑑証 明 を渡 して しまっ
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た こともあるので、支払 は します。

2 その後の経過

平成 22年 1月 に計 5万 円、平成 22年 7月 に 2万 円の返済が あ り

ますが、これ は私が支払 つた ものです。江戸川 区の担 当者 との話 で 、

1万 円ずつの分割払 いの納付書 を送 られ て、「遅れ て もいいか ら」

と言 われていたので、継続 して支払 う必要がある と思 っていませ ん

で した。

なお、つい最近 (10月 14日 )に 10,100円 を返済 しています (領

収印のある納入通知書兼領収証書 を確認 )。

3 現在の生活状況

現在 の住所地 に妻 と 2人 で暮 らしています。

仕事 は、派遣会社 に登録 してお り、●0区 の清掃事務所 の資源 ゴ

ミの収集 の仕事 を しています。給料 は 10日 ご とに支払 われ る仕組

みで、手取額 は 8月 は約 18万 、9月 は約 17万 円で した (賃 金支

払 明細書 を確認 )。 そのほかに、 日曜 日にアルバイ トを少 ししてい

ます。 1日 7200円 で、先月は 3日 行 つたので、 lヶ 月 2万 円 くら

いの小遣い稼 ぎにはな ります。

支 出については、家賃が 6万 円、家賃以外 の生活費 は、光熱費 1

万 5000円 、携帯代 は 2人 で 1万 円、食費 4～ 5万 円です。その他 、

借金返済が月に約 9万 円あ ります。内訳 は、みず ほ銀行 の ク レジ ッ

トカー ドのキャ ッシングロー ン (残 6万・月 1万返済 )、 新生 フィ

ナ ンシャル銀行 (残 112万 、月 4万 円返済 )、 ア コム (残 28万 、月

6000円 返済 )、 アイ フル (残 29万 、月 2万 円返済)です。

債務整理 を した こ とはない し、今後 も依頼す るつ も りはない。意

地で も自力で返済 したい と考 えています。

4 面談者の意 向

一括払 いはで きないので、月々 1万 5000円 ずつ の分割払いでお

願 い します。妻 もパー トを してお り月 13万 円程度 の収入 があるの

で、 1万 5000円 であれ ば確 実 に毎月支子
‐
ムえる と思います。

2
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第 2 当職の意見 :分割合意

面談者 の生活状況及び収支状況 に鑑みて、月 1万 5000円 ずつ の

分割払いに応 じるべ きである。

なお、平成 23年 10月 14日 に利子分 10,100円 を返済 してい る

(領 収印のある納入通知書兼領収証書 を確認 した )。

以上

3
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7
作成日 平成24年 2月 7日

管理番号 ●0●● チェック担当者の意見書

1チェック担当者の氏名 西尾 政行

2面談担当者の氏名

3借受人 江戸川 太郎

現  況 督促状到達 連絡の有無

担当

有り

4連帯保証人 江戸川 次郎 連絡の有無

担当

無し

現  況 到達(普通郵便 ) 借受人との関係 友人

5面談者 江戸川 太郎 債務者との関係 本人

6面談担当者の意見 債権放棄

7チェック担当者の判定 不相当

チェック担当者の意見 訴訟提起

(チェック担当者のコメント)

面談担当者は、面談者が生活保護に準ずる状態であるとして、債権放棄が妥当との意見である。
しかしながら、借曼人には一応の就労能力は認められること、また借受人の供述を裏付ける客観的
な資料がない中で、債権放棄とすることには躊躇を覚える。また、借受人に対して債権放棄すれば、
連帯保証人に対しても請求できなくなる。
連帯保証人は訴訟対象とすべきであるが、そうであれば借受人もあわせて訴訟対象とすべきであ
る。

8受任事務の処理方針

借受人 継続 方向性 訴訟提起

連帯保証人 継続 方向性 訴訟提起

9江戸川区への報告の要否 追つて報告

10納付書の要否 不要

11事務局に対する指示 訴状作成

不 可12フアイルの返還
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資 料
'

平成24年6月 19日 現在

平成19年度 生活一時資金貸付金 経過報告

受託件数 1001牛 22,975,900円

件数 金額 (円 )
0/0

①全額納付B一部納付 35 7,386,006 32%

分納合意 20 3,871,294 17%

債務承認 1 245,000 1%

②
分
納
合
意

小 計 21 4,116,294 18%

生活保護 1 152,000 1%

破産 2 347,000 2%

死 亡 0 0 0%

行方不明 。その他 17 4,153,000 18%

③
債
権
放
棄

そ
の

他

小 計 20 4,652,000 20%

完納 (取下等 ) 1 1,834,590 8%

判決 8 2,838,010 12%

和解 10 1,257,000 5%

取下げ 5 892,000 4%

④
訴
訟
案
件

小 計 24 6,821,600 30%

⑤交渉中 0件 0 0%

合 計 100 22,975,900 100%
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